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多
摩
３
市
男
女
共
同
参
画
推
進

共
同
研
究
会
は
、
小
金
井
市
、
国

立
市
、
狛
江
市
が
連
携
を
図
り
、

男
女
共
同
参
画
施
策
を
推
進
す
る

た
め
「
若
者
に
対
す
る
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
啓
発
」
を

研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
今
年
度
の
活
動
に
携
わ

っ
て
い
た
だ
け
る
市
民
サ
ポ
ー
タ

ー
を
募
集
し
ま
す
。
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）
ま
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家
屋
の
増
改
築
や
修
繕
、
耐
震

補
強
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
造
、
太

陽
光
発
電
設
備
等
の
設
置
を
す
る

と
き
、
そ
の
資
金
の
一
部
の
融
資

あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
か
ら
融
資
あ
っ
せ

ん
予
定
者
を
決
定
す
る
ま
で
に
時

間
を
要
し
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持

っ
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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申
告
書
に
必
要
事
項
を
明
記

し
、
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要
書
類
を
添
え
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、
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２
月
に
配
布
し
た
「
都
営
住
宅

入
居
者
募
集
の
ご
案
内
」
で
次
回

募
集
日
程
を
、
５
月
７
日
（
木
）

～　

日
（
金
）
と
し
て
い
ま
し
た

１５
が
、
６
月
８
日
（
月
）
～　

日
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（
火
）
に
変
更
と
な
り
ま
し
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家
を
新
築
、
建
て
替
え
を
し
た

場
合
は
、
建
物
に
住
居
番
号
（
○

番
○
号
）
を
付
定
し
ま
す
の
で
、

必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
住
所

申都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

時
期
が
変
更

問

HP

新
築
・
建
て
替
え
等
を
し
た

と
き
は
住
所
付
定
の
手
続
き
を

付
定
に
は
１
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま

す
。
な
お
、
付
定
さ
れ
て
い
な
い

建
物
へ
の
転
入
届
お
よ
び
転
居
届

は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

　

ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

は
、
名
称
の
届
け
出
も
必
要
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
名
称
や
部
屋
番

号
を
変
更
し
た
場
合
も
同
様
で

す
。

　

ま
た
、
増
改
築
を
し
た
方
も
、

出
入
口
な
ど
の
変
更
に
よ
っ
て
住

居
番
号
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

住
居
表
示
板
（
住
所
を
示
す
青

色
の
プ
レ
ー
ト
）
が
破
損
し
て
お

困
り
の
場
合
、
無
料
で
作
成
し
ま

す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
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市
内
の
一
部
地
域
の
下
水
道
管

の
調
査
と
雨
水
ま
す
の
清
掃
を
実

施
し
ま
す
。

　

作
業
員
は
、
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が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
を
着

問下
水
道
施
設
の
調
査
お
よ
び

清
掃
を
実
施

用
し
て
い
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協

力
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い
し
ま
す
。
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市
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た

め
、市
職
員
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上
着
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ノ
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ク
タ
イ
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実
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ま
す
。
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　市内では自転車による交通事故が多
発しています。自転車を利用する際は
自転車安全利用五則を守り、安全運転
を心掛けましょう。
【自転車安全利用五則】
１　自転車は車道が原則、歩道は例外
２　車道は左側を通行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを
　　徐行
４　安全ルールを守る
渇飲酒運転、二人乗り、並進の禁止渇
夜間はライトを点灯渇交差点での信号

遵守と一時停止・安全確認
５　子どもはヘルメットを着用
【自転車で歩道を通行できるのは】
渇「歩道通行可」の標識があるとき
渇１３歳未満の子どもや７０歳以上の高齢
者
渇身体障がい者の方
渇歩道を通行することがやむを得ない
場合
 市交通対策課交通対策係（☎０４２−
３８７−９８５０）、小金井警察署（☎０４２−
３８１−０１１０）

問

自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャンペーン
５月1日（金）～31日（日）

　市が管理している街路灯には、設置
している柱にピンク色の管理プレート
で４ 桁 の管理番号を表示しています。

けた

街路灯が点灯していないときは、管理
番号をご連絡ください。
　また、街路灯の中には商店会が管理
しているものや東京都が管理しているものがあります。街
路灯に商店会等の名称が入っていればその商店会へ、東京
都のマークがついていれば東京都建設局北多摩南部建設事
務所小金井工区（☎０４２−３２６−８８６２）へご連絡ください。
※連絡を受けてから修理までは通常３日前後かかります
 交通対策課交通対策係（☎０４２−３８７−９８５０）問

街路灯が点灯していな街路灯が点灯していないい
ときはご連絡ときはご連絡をを

就労支援サイ就労支援サイトト
こがねい仕事ネッこがねい仕事ネットト

ご利用ください

　雇用促進と就労支援の目的で、小金井市および近
隣の求人情報や事業者情報、仕事に関する講座・イ
ベント等の情報を無料で提供するホームページを開
設しています。
　なお、求人情報、事業者情報の登録・閲覧の利用
料は無料ですが、インターネット・携帯電話の通信
料は利用者の負担となります。
【仕事をお探しの方】
　パソコンや携帯電話を利用して、求人情報を簡単
に閲覧できます。
【事業者の方】
　サイトの事業者登録ページから事業者登録申請手
続きを行ってください。
　審査を経てＩＤとパスワードを取得した後は、い
つでも求人情報等の登録・変更・削除
ができます。
■ホームページＵＲＬhttp://www. 
koganei-s.net/
 経済課産業振興係（☎０４２−３８７−
９８３１）
問

携帯サイト用
ＱＲコード


